
 

特 約 事 項（保育間伐【活用型】） 

 
1. 保育間伐作業において、請負者が選木伐倒した造林木の本数が目安本数

の 125%を超える場合は、その超える本数について発注者は損害賠償の

請求をすることができる。  

賠償額は、別に定める賠償基準により計算した額とする。  

 

2. 前項の賠償請求は、最終検査終了後 3 ヶ月以内に行うものとする。  

（注）別に定める賠償基準は、「下刈り折損の損害賠償基準」を準用す

る。  

 

3. 請負者は、特記仕様書を遵守すること。  

特記仕様書に指定しないものについては、「森林作業道作設指針」によ

ることを基本とすること。  

 

4. 請負者は、作設する森林作業道の路線計画を明示した図面を含めた事業

計画を森林管理署長等に提出し、その確認を受けること。  

 

5. 請負者は、4 で確認を受けた森林作業道の計画に変更が生じたときは、

その変更について森林管理署長等に提出し、確認を受けること。  

 

6. 森林管理署長等は、伐採・搬出期間中及び搬出後の契約履行状況等を確

認し確認を受けた路線等が路線計画と異なる森林作業道を施工した場合

等、請負者の責に帰すべき事由により、林地崩壊が発生し又は発生する

可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負

担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることがで

きる。この場合において、請負者は森林管理署長等の命に応じ、必要な

措置を講じなければならないこと。  


